
  

一 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
公
文
書
等
の
管
理
） 

第
二
条
の
二 

公
文
書
等
の
管
理
は
、
原
則
と
し
て
、
電
子
計
算
機
を
用
い
て
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
電
磁
的
記
録
の
改
変
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
高
度
な

情
報
処
理
技
術
の
適
切
な
活
用
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

行
政
機
関
の
職
員
は
、
当
該
行
政
機
関
に
お
け
る
意
思
決
定
（
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
行
政
機
関
の
事
務
若
し
く
は
事
業
の
実
施
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
個
別
的
又
は

具
体
的
な
要
求
（
照
会
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
そ
の
職
務
と
し
て
行
う
要
求
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
要
求
の
内
容
及
び
当
該
要
求
へ
の
対
応
等
の
経
過
の
詳
細
を
記
載
し
た
文
書

を
、
そ
の
適
正
性
の
確
保
の
た
め
の
政
令
で
定
め
る
手
続
（
そ
の
者
に
対
し
て
記
載
内
容
の
確
認
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る



 

二 

手
続
を
含
む
。
）
に
従
い
、
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員 

二 

国
務
大
臣
、
副
大
臣
若
し
く
は
大
臣
政
務
官
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者 

三 

衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
の
秘
書
（
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
三
十
二
条
に
規
定

す
る
秘
書
そ
の
他
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
に
使
用
さ
れ
る
者
で
当
該
衆
議
院
議
員
又
は
当
該
参
議
院
議
員
の
政
治

活
動
を
補
佐
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者 

四 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
活
動
を
補
佐
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
と
一
体
的

に
活
動
す
る
者
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者 

第
五
条
第
一
項
中
「
付
す
る
と
と
も
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
」
を
「
付
さ
な
け

れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
付
す
る
と
と
も
に
、
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
」
を
「
付
さ
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

行
政
機
関
の
長
は
、
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
及
び
単
独
で
管
理
し
て



  

三 

い
る
行
政
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、
国
立

公
文
書
館
等
に
移
管
す
る
日
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

行
政
機
関
の
長
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
機
密
に
関
す
る
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
当
該
行
政
機
関
に
お
い
て
引
き
続
き
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
や
む
を
得
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で

定
め
る
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
す
る
日
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
移
管

日
」
と
い
う
。
）
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
移
管
日
後
の
日
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
当
該

日
後
の
日
に
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
当
該
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
」
を
削
り
、
「
上
で
」
の
下
に

「
、
永
久
に
（
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
移
管
日
（
当
該
移
管
日
後
の
日
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
日
。
次
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
）
」
を
加
え
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
」
を
削
り
、
「
保
存

場
所
」
の
下
に
「
（
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
あ
っ
て
は
、
分
類
、
名
称
、
移
管
日
及
び
保
存
場

所
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。 



 

四 

第
八
条
の
見
出
し
を
「
（
移
管
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
保
存
期
間
が
満
了
し
た
」
を
「
歴
史
公
文
書
等
に
該
当

す
る
」
に
改
め
、
「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
」
の
下
に
「
で
移
管
日
が
到
来
し
た
も
の
」
を
加
え
、
「
第
五
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
定
め
に
基
づ
き
」
を
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
移
管
し
、
又
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば
」
を
「
移
管
し
な

け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
」
を
「
前
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

行
政
機
関
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
し
た
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
写
し
（
電
磁
的
記

録
で
あ
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
と
同
一
の
内
容
の
電
磁
的
記
録
）
で
あ
っ
て
、
当
該
移
管
の
際
当
該

行
政
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
当
該
行
政
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
三
条
（
第

五
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
管
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
条
第
四
項
を
削
る
。 

第
九
条
第
三
項
中
「
行
政
機
関
」
の
下
に
「
（
会
計
検
査
院
を
除
く
。
次
条
第
三
項
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 



  

五 

 
第
十
条
第
二
項
第
五
号
中
「
又
は
廃
棄
」
を
削
る
。 

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
」
を
削
り
、
「
保

存
場
所
」
の
下
に
「
（
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
あ
っ
て
は
、
分
類
、
名
称
、
国
立
公
文
書
館
等

に
移
管
す
る
日
（
当
該
移
管
す
る
日
後
の
日
に
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
日
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

保
存
場
所
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
保
存
期
間
が
満
了
し
た
」
を
「
歴
史
公
文
書
等
に
該
当

す
る
」
に
改
め
、
「
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
国
立
公
文
書
館
等

に
移
管
す
る
日
が
到
来
し
た
も
の
」
を
加
え
、
「
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
を
削
り
、
「
国
立
公
文
書

館
等
に
移
管
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
し
な
け
れ
ば
」
を
「
、
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
し
な
け
れ
ば
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

独
立
行
政
法
人
等
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
国
立
公
文
書
館
等
に
移
管
し
た
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
写
し
（
電
磁
的

記
録
で
あ
る
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
と
同
一
の
内
容
の
電
磁
的
記
録
）
で
あ
っ
て
、
当
該
移
管
の
際
当

該
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
又
は
職
員
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
当
該
独
立
行
政
法
人
等
が
保
有
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
管
理
し
な



 

六 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
廃
棄
さ
れ
る
」
を
「
廃
棄
等
の
措
置
が
と
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
の
見
出
し
中
「
廃
棄
」
を
「
廃
棄
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
認
め
る
場
合
に
は
」
を
「
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し

て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
、
「
を
廃
棄
す
る
」
を
「
の
廃
棄
等

の
措
置
を
と
る
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
四
号
中
「
廃
棄
」
を
「
廃
棄
等
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
九
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
四
号
」
の
下
に
「
、
第
四
条
第
二
項
」
を
、
「
第
七
条
」
の
下
に
「
、
第
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
、
「
第
四
項
ま
で
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
六
項
」
を
加
え
、
「
又
は
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
、

第
二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



  

七 

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
か
ら
第
八
条

ま
で
の
規
定
は
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
新
法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
保
存
期
間
（
延
長
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
延
長
後
の
保
存
期

間
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
満
了
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
新
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理

簿
を
い
う
。
）
に
お
け
る
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
の
記
載
は
、
な

い
も
の
と
み
な
す
。 

２ 

新
法
第
十
一
条
の
規
定
は
、
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
保
存
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
、
適
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
係
る
法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

法
人
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
い
う
。
）
に
お
け
る
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と



 

八 

き
の
措
置
の
記
載
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
） 

第
三
条 
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

（
関
係
法
律
の
整
備
等
） 

第
四
条 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

（
行
政
文
書
等
の
管
理
を
一
元
的
に
行
う
た
め
の
仕
組
み
及
び
体
制
の
検
討
等
） 

第
五
条 

政
府
は
、
行
政
文
書
（
新
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政
文
書
を
い
う
。
）
及
び
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
同
条

第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
い
い
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
管
理
を
一
元
的
に
行
う
た

め
の
仕
組
み
及
び
体
制
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。



  

九 

理 

由 
公
文
書
等
の
管
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
公
文
書
等
の
管
理
、
国
会
議
員
等
か
ら
の
要
求
に
係
る
文

書
の
作
成
、
保
存
期
間
及
び
廃
棄
の
概
念
の
廃
止
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。 


